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質問 

地震で破損した共用部分の復旧工事を総会決議なしで行いたいと考えていますが、 

そのようなことは可能でしょうか。 

（相談概要） 

地震で共用部分の排水管が脱落しました。緊急に対処する必要があるため、理事会では、総会決議な

しで修繕積立金を取り崩し、復旧工事を行いたいと考えていますが、そのようなことは可能でしょうか。 

なお、当マンションの規約は、「マンション標準管理規約」(平成 23 年 7 月改正版) に準じています。 

 

  回答 

修繕積立金の取り崩しについては総会決議を経なければならないのが原則です。しかしなが

ら、保存行為は管理者の権限であり義務でもあります。(区分所有法第 26条第 1項）。 

また、生活に差し支えるライフラインの復旧は緊急に対処する必要があります。 

したがって、総会を開催している時間がなく、緊急かつ必要性がある場合には、理事長はこ

の条項を活用して積立金を取り崩して原状復旧工事を行うことができると考えられます。 

その場合、組合員へ事前に通知するほか、事後の総会に報告をして承認を得ておくべきでし

ょう。 

平成 28 年 3 月に公表された(改正)マンション標準管理規約では、第 54条(議決事項)の十

で以下のように示していますので、この機会に規約を見直しておくことをお勧めします。 

（議決事項） 

第 54 条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。 

一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案 

二 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案 

三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案 

四 その他の総会提出議案 

五 第１７条、第２１条及び第２２条に定める承認又は不承認 

六 第５８条第３項に定める承認又は不承認 

七 第６０条第４項に定める未納の管理費等及び使用料の請求に関する訴訟その他法的措置の追行 

八 第６７条に定める勧告又は指示等 

九 総会から付託された事項 

十 災害等により総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事の実施等 

２ 第 48 条の規定にかかわらず、理事会は、前項第十号の決議をした場合においては、当該決議に

係る応急的な修繕工事の実施に充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩しについて決

議することができる。 

 
＜ご利用上の注意＞ 
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